
令和５年度第 1回 

高知県地域職業能力開発促進協議会 

日時：令和５年 10月 27日（金） 

14 時～15時半 

場所：高知職業能力開発促進センター 

 ２階 研修室 

高知労働局 

高 知 県 



令和５年度第１回高知県地域職業能力開発促進協議会 

≪会 議 次 第≫ 

１．開会あいさつ（高知労働局長） 

２．議 題 

（１）高知県地域職業能力開発促進協議会の運営について

（２）最近の雇用失業情勢について

（３）令和４年度高知県職業訓練実施計画に基づく公的職業訓練（求職者

支援訓練、公共職業訓練）の実績について 

（４）令和５年度高知県地域職業訓練実施計画に基づく公的職業訓練（求職者

支援訓練、公共職業訓練）の実施状況について 

（５）令和６年度地域職業訓練実施計画策定方針について

３．質疑・意見交換 
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所　　属 役　　職 氏　　名

　支部長 田中　賢一

  求職者支援課
　課長

下田　哲嗣

  訓練課
　課長

栗田　修

　（社）高知県専修学校各種学校連合会 　会長 近藤　邦夫

　高知県職業能力開発協会 　事務局長 福井　啓二

　日本労働組合総連合会高知県連合会（連合高知） 　会長 池澤　研吉

　高知県中小企業団体中央会 　理事・事務局長 森田　健嗣

　高知県商工会連合会 　専務理事 中川　雅人

　業務主任 西森　加奈

　主任 山本　暁仁

　高知県立大学　文化学部 　教授 大井　方子

　副部長 濱田　憲司

　雇用労働政策課
チーフ（能力開発担当）

髙野　卓紀

　教育次長 竹﨑　実

　高等学校課指導主事 小嶋　恭子

　高知労働局 　局　長 中村　克美

（高知県地域職業能力開発促進協議会事務局）

　高知労働局職業安定部 　部長 吉川　武

　課長 吉井　典之

　課長補佐 鶴見　良子

　地方人材育成対策担当官
　（併）訓練係長 有田　雄亮

　高知労働局職業安定部 訓練課

　高知県教育委員会

　高知県商工労働部　

　（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構高知支部

令和５年度　第１回高知県地域職業能力開発促進協議会　出席者名簿

アールシステム株式会社
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令和5年度　第1回　高知県地域職業能力開発促進協議会　座席表

高知職業能力開発促進センター（ポリテクセンター高知）2階研修室

　令和5年10月27日（金）

　１４：００～１５：３０

高知労働局

職業安定部訓練課

課長 吉井 典之

高知労働局 職業安定部

部長 吉川 武

高知県商工労働部

雇用労働政策課

副部長 濱田 憲司

高知県商工労働部

雇用労働政策課

チーフ 髙野 卓紀

高知県教育委員会

教育次長 竹﨑 実

高知県立大学 文化学部

教授 大井 方子

（独）高齢・障害・求職者雇用

支援機構高知支部

訓練課長 栗田 修

高知県中小企業団体中央会

理事・事務局長

森田 健嗣

アールシステム株式会社

業務主任 西森 加奈

（独）高齢・障害・求職者雇用支

援機構高知支部

支部長 田中 賢一

高知労働局

局長 中村 克美

高知労働局

職業安定部訓練課

訓練係長 有田 雄亮

高知県職業能力開発協会

事務局長 福井 啓二

事務局 事務局

事務局 事務局

（独）高齢・障害・求職者雇用

支援機構高知支部

求職者支援課長

下田 哲嗣

高知県教育委員会

指導主事 小嶋 恭子

高知労働局

職業安定部訓練課

課長補佐 鶴見 良子

アールシステム株式会社

主任 山本 暁仁

高知県専修学校各種学校連合会

会長 近藤 邦夫

高知県商工会連合会

専務理事 中川 雅人

日本労働組合総連合会

高知県連合会（連合高知）

会長 池澤 研吉
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高知県地域職業能力開発促進協議会設置要綱 

１ 名称 

  協議会の名称は「高知県地域職業能力開発促進協議会」と称する。 

２ 目的 

高知労働局及び高知県は、職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号）

第 15条の規定に基づき、都道府県の区域において、地域の関係機関が参画し、

同法第 16 号第 1 項の規定に基づき設置する公共職業能力開発施設において

実施する職業訓練（同法第 15条の７第３項の規定に基づき実施する職業訓練

を含む。）及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律

（平成 23 年法律第 47 号）第４条第２項に規定する認定職業訓練（両訓練を

合わせて、以下「公的職業訓練」という。）を実施するに当たり、地域におけ

る人材ニーズを適切に反映した訓練コースの設定を促進するとともに、訓練

効果の把握・検証を通じた訓練内容の改善等の協議を行う高知県地域職業能

力開発促進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

設置主体は、高知労働局及び高知県の共催とする。 

３ 構成員 

（１）協議会は、以下に掲げる者を構成員とする。

① 高知労働局

② 高知県

商工労働部 

教育委員会 

③ 職業訓練若しくは職業に関する教育訓練を実施する者又はその団体

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構高知支部

一般社団法人高知県専修学校各種学校連合会 

高知県職業能力開発協会 

社団法人全国産業人能力開発団体連合会会員企業 

④ 労働者団体

日本労働組合総連合会高知県連合会（連合高知）

⑤ 使用者団体

高知県経営者協会

高知県中小企業団体中央会 

高知商工会議所 

高知県商工会連合会 

⑥ 職業紹介事業者若しくは特定募集情報提供事業者又はその団体

⑦ 学識経験者

（２）協議会にはその他関係機関の必要とする者の出席を求めることができる。
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４ ワーキンググループ 

  協議会は、協議事項の検討に必要なワーキンググループを設置することがで

きる。 

５ 会長 

① 協議会に会長を置き、高知労働局長をもって充てる。

② 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

③ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務

を代理する。

６ 協議会の開催 

  協議会は、年 2回以上の開催とする。 

７ 協議事項 

① 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

② 公的職業訓練について、地域の人材ニーズ及び実施状況を踏まえた訓練

コースの設定に関すること。

③ 公的職業訓練について、訓練効果の把握・検証等に関すること。

④ キャリアコンサルティングの機会の確保その他の職業能力の開発及び向

上の促進のための取組に関すること。

⑤ 公的職業訓練の実施にあたり年度計画の策定に関すること。

⑥ その他必要な事項に関すること。

８ 事務局 

協議会の事務局は、高知労働局職業安定部に置く。 

９ その他 

① 協議会資料及び議事録等については、協議会において申し合わせた場

合を除き、公開とする。

② 協議会の事務に従事する者又は従事した者は、職業能力開発促進法第 15

条第 3項の規定により、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得

た秘密を漏らしてはならない。

③ この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は別に定める。

附 則 

 この要綱は、令和 4年 10月 28日から施行する。 
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所　　属 役　　職 氏　　名

　（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構高知支部 　支部長 田中　賢一

　（社）高知県専修学校各種学校連合会 　会　長 近藤　邦夫

　　高知県職業能力開発協会 　事務局長 福井　啓二

　（株）ニチイ学館高知支店ヘルスケア事業支店
　（社団法人全国産業人能力開発団体連合会会員企業）

　支店長 市川　仁美

　連合高知 　会　長 池澤　研吉

　高知県経営者協会 　専務理事 沖田　良二

　高知県中小企業団体中央会 　理事・事務局長 森田　健嗣

　高知商工会議所 　専務理事 谷脇　明

　高知県商工会連合会 　専務理事 中川　雅人

職業紹介
事業者

アールシステム株式会社 業務主任 西森　加奈

学識経験者 　高知県立大学
文化学部
教授

大井　方子

　高知県商工労働部 　副部長 濱田　憲司

　高知県教育委員会 　教育次長 竹﨑　実

　高知労働局 　局　長 中村　克美

行政機関

高知県地域職業能力開発促進協議会委員名簿

教育訓練
機関等

労使団体
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地域職業能力開発促進協議会 （令和４年１０月施行）

①人材ニーズを踏まえた訓練コースの設定

国及び都道府県は、地域の関係者・関係機関を参集し、職業能力に関する有用な情報を

共有し、地域の実情やニーズに即した公的職業訓練の設定・実施、職業訓練効果の把握・検
証等を行う都道府県単位の協議会を組織する。

訓練効果の把握・検証

修了者
採用企業

訓練機関
ヒアリング

カリキュラ
ム等の改善

【構成員】
①都道府県労働局 ②都道府県 ③公共職業能力開発施設を設置する市町村
④職業訓練・教育訓練実施機関（専門学校・各種学校、高齢・障害・求職者雇用支援機構、リカレント教育実施大学等 等）

⑤労働者団体 ⑥事業主団体 ⑦職業紹介事業者（団体）又は特定募集情報等提供事業者（団体）
⑧学識経験者
⑨その他協議会が必要と認める者（例：デジタル分野の専門家、地方自治体の生活困窮者自立支援制度主管部局 等）

キャリアコンサルティング、
その他の職業能力開発に関す
る取組の共有
キャリコンサルティング、リカレント教育等

「地域職業訓練実施
計画」と実績とのミ
スマッチの検証

地域の人材ニーズや検証を踏まえた
「地域職業訓練実施計画」の策定

訓練コースの設定

地
域
職
業
能
力
開
発
促
進
協
議
会
の
協
議
事
項

・・・主催

職業訓練の実施

職業訓練機関等

将来的に必要となるスキルも
含め、地域の詳細な人材ニー
ズの把握
経済情報、労働市場情報、企業ニーズ等

⇒ ニーズを踏まえた精度の高い訓練を実施

⇒ 個別コースの質の向上を促進②訓練効果の把握・検証 (協議会の下のワーキンググループで実施)
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対象：ハローワークの求職者 主に雇用保険を受給できない方

（無料（テキスト代等除く))

訓練期間： ２～６か月

ハロートレーニング（公共職業訓練・求職者支援訓練）の全体像

離
職
者
向
け

学
卒
者
向
け

在
職
者
向
け

障
害
者
向
け

対象：ハローワークの求職者 主に雇用保険受給者(無料(テキスト代等除く))

訓練期間：概ね３か月～２年

実施機関

対象：在職労働者（有料）

訓練期間：概ね２日～５日

実施機関：○国（ポリテクセンター・ポリテクカレッジ）

○都道府県（職業能力開発校）

対象：高等学校卒業者等（有料）

訓練期間：１年又は２年

実施機関：○国（ポリテクカレッジ）

○都道府県（職業能力開発校）

対象：ハローワークの求職障害者（無料）

訓練期間：概ね３か月～１年

実施機関：○国（障害者職業能力開発校）

・(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構営

・都道府県営（国からの委託）

○都道府県（障害者職業能力開発校、職業能力開発校)

○民間教育訓練機関等（都道府県からの委託）

※受講期間中
基本手当＋受講手当(500円／訓練日)＋通所
手当＋寄宿手当を支給

公共職業訓練

令和４年度
公共職業訓練
実績（速報値）

合計 国（ポリテクセンター等） 都道府県

受講者数
（人）

就職率
受講者数
（人）

就職率
受講者数
（人）

就職率

離職者訓練 101,775 - 24,993 - 76,782 -

うち施設内 31,132 86.7% 24,922 87.9% 6,210 83.2%

うち委託 70,643 74.3% 71 44.9% 70,572 74.4%

在職者訓練 105,637 - 65,092 - 40,545 -

学卒者訓練 15,675 96.0% 5,528 99.5% 10,147 94.9%

合計 223,087 - 95,613 - 127,474 -

※受講期間中受講手当（月10万円）＋通
所手当（※２） ＋寄宿手当を支給（本収
入が月８万円以下、世帯収入が月30万円以
下等、一定の要件を満たす場合）

令和４年度
公共職業訓練
実績（速報値）
障害者訓練
(離職者訓練の
うち施設内）

合計 国立機構営 国立都道府県営 都道府県立

受講者数
（人）

就職率
受講者数
（人）

就職率
受講者数
（人）

就職率
受講者数
（人）

就職率

1,247 69.1％ 329 81.6％ 725 65.1％ 193 69.4％

※１ 令和６年３月末までの時限措置として、
在職中の方等で訓練期間や訓練時間に
配慮が必要な方を対象とする場合、より
短期間(２週間～)で設定可

（※１）

実施機関

求職者支援訓練

令和４年度求職者支援訓練 実績（速報値） 受講者数：40,288人
（基礎コース）6,230人 就職率：55.7％ （実践コース）34,058人 就職率：58.4％
※就職率は令和4年4月から12月末までに終了した訓練コースについて集計。

国
(ポリテクセンター)

都道府県
(職業能力開発校)

民間教育訓練機
関等(都道府県から

の委託)

主にものづくり分野の
高度な訓練を実施
（金属加工科、住
環境計画科等）

地域の実情に応じた多
様な訓練を実施（木
工科、自動車整備科
等）

事務系、介護系、
情報系等モデルカリ
キュラムなどによる訓練
を実施

民間教育訓練機関等
（訓練コースごとに厚生労働大臣が認定）

＜基礎コース＞
基礎的能力を習
得する訓練

＜実践コース＞
基礎的能力から実践的能力まで一括し
て習得する訓練
(介護系（介護福祉サービス科等)、情報系
(ソフトウェアプログラマー養成科等)、医療事
務系（医療・調剤事務科等）等)

※２職業訓練受講給付金の支給対象とならない方も、一定
の要件（本収入12万円以下、世帯収入34万円以下等）を
満たしていれば、通所手当のみ受給が可能。
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●有効求人倍率、完全失業率 ●職業紹介状況（学卒を除きパートを含む） ●雇用保険関係

※有効求人倍率の月別は季節調整値、年度は実数値を記載。　※完全失業率の月別は季節調整値で年度は年度平均を記載。資料出処：総務省統計局労働力調査（基本集計） ※資格決定を除く年度分は月平均値

※有効求人倍率の季節調整法はセンサス局法Ⅱ（X-12-ARIMA）による。なお、完全失業率、有効求人倍率ともに令和４年12月以前の数値は新季節指数により改定されている。 ※R4年4月分～R5年8月分は速報値であり、修正があり得る

●年齢別職業紹介状況(常用パートを含む） ●安定所別求職・求人状況

●新規学卒関係（各年８末現在の比較）

※学卒を除きパートを含む

●障害者雇用率(各年６月１日現在調査）

※専修・高専・短大・大学については、3月末で集計終了。 ※法定雇用率：2.3％（令和３年２月までは2.2％）

（注）ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、令和３年９月以降の数値には、ハローワークに来所せず、オンライン上で求職登録した求職者数や、求職者がハローワークインターネットサービスの求人に直接応募した就職件数等が含まれている。

7月 13,727 192,399 617 3,09114,713 -2.3 6,612 0.9 776 1.42,602 1.0 13,376 3.4 5,104 -1.97月 1.13 0.82 1.29 2.7 7月

16.1 ３月 13,748 192,190 705 2,2467.0 17,886 6.4 7,086 6.0 2,298３月 3,690 -1.2 14,367 -0.2 6,584

4年度 13,746 193,490 8,633 2,621

３月 1.21 0.78 1.32 2.8

189,233 8.7 81,277 6.3 11,634 3.932,943 -2.3 156,189 -0.6 69,408 8.34年度 1.21 0.82 1.31 2.6 4年度

2月 13,741 192,421 618 2,29817,581 9.5 6,962 4.8 975 9.93,121 -1.2 13,048 -0.5 6,884 9.32月 1.27 0.83 1.34 2.6 2月

５年１月 13,719 192,651 679 2,36116,432 7.5 6,931 4.1 702 -1.43,004 -2.1 12,044 -1.8 6,808 12.6５年１月 1.26 0.89 1.35 2.4 ５年１月

12月 13,697 193,603 418 2,42715,073 5.5 6,770 5.0 697 -3.61,892 -8.6 11,479 -2.8 5,064 4.512月 1.24 0.93 1.36 2.5 12月

10月 13,674 193,298 671 2,67015,598 8.7 6,944 7.1 808 -4.32,458 -4.4 12,614 -2.5 5,563 0.810月 1.23 0.86 1.34 2.6 10月

11月 13,688 193,543 569 2,55115,526 7.8 6,976 7.1 831 6.12,211 -6.9 12,237 -1.9 5,525 8.211月 1.23 0.89 1.35 2.5 11月

8月 13,795 193,932 661 3,21515,288 10.3 6,699 6.6 780 -1.42,494 -2.7 12,977 -2.0 5,468 11.78月 1.21 0.83 1.31 2.5 8月

7月 13,804 194,314 651 3,01515,058 11.2 6,556 6.9 765 -0.62,577 -12.6 12,933 -1.0 5,202 3.77月 1.19 0.81 1.28 2.6 7月

3月 13,789 193,443 678 2,31016,808 11.7 6,683 8.5 1,979 -5.03,734 0.3 14,389 1.6 6,152 -2.53月 1.15 0.72 1.23 2.6 3月

2,51614,292 10.6 6,447 9.2 7234,848 -2.0 12月 13,749 194,891 45812月 0.87 1.18 2.7 12月 2.72,069 8.4 11,804 -0.6

2,78414,344 12.4 6,482 11.1 8445,521 9.9 10月 13,729 194,534 66710月 0.80 1.15 2.7 10月 -0.52,570 2.8 12,939 0.9

3,24513,862 18.9 6,283 16.3 7914,896 23.4 ８月 13,832 194,941 659８月 0.77 1.14 2.8 ８月 6.02,562 5.6 13,245 3.4

13,802 196,928 9,117 2,901151,013 -20.6 67,629 -10.7 11,056-10.1 152,291 1.6 57,024 -18.1 ２年度２年度 0.99 0.69 1.10 2.9 -14.732,383

1.05

有効求人数就職率（％）就職件数

0.881,008 0.07p 

-0.18p 

1,018

高知県 全国

有効求人倍率:倍

2.42

安　芸

2.25

高知県

雇用率(%)
対象企業数

533

546
2.20

2.05

全国

2.11

令和5年8月分

前年
(同月)比

0
10

計

専　修

須　崎

613

0.0%

24歳以下

0.0%

23.5
(455) 

短　大

6年3月

2,461
767

35～44歳

204

6年3月

5年3月
高　専

6年3月

0
0.0%

539

0
857

229

4年 1,968.0

0.0%

6年3月

0

0
0.0%

30年

0.0%
1,464 2.55

1,961.0
2.36

0

488 552

0

530
2.40

5年3月（医学部除く）

障害者数

171

0.0%
0.0%

1,649
0
0

　大　学　

0.0%
0

498
455

28.0

775

850

2,081.5

香美(出)

元年

5年3月

四万十

３年

150

0.0%
855

失業給付
（基本手当）

受給実人員資格決定

1.97
103

2.15２年

1,921.5
1,844.5

2.19

72
0

29年

195

488

い　の
0.0%

48

0

27.9
(106) (23.3) 

127
（29歳以下）

689
206

(県内求人)

25～34歳

就職
内定者数

求人数

55歳以上

29.4

1,680

5年3月

新規求職者数

158

-0.37p 

973 -0.04p 

0.04p 

1,088

1,112

775

0.66

549 0.71

2.30
1,743.5

6年3月

129

45～54歳

6年3月 81
0.0%47

中　学
0

高　校
5年3月

就職
希望者数

卒業年

 有効
求職者数
(原数値）

前年
(同月)比

前年
(同月)比

新規
求職者数
(原数値）

新規求人数
(原数値）

うち正社員

求人数

完全
失業率:％

全国

30.1

高　知 10,491

有効
求職者数

内定率(%)

0.83

889

1,308

26.9

前年同月比

-0.03p 1.38

有効
求人倍率

就職件数

事業所数

前年
(同月)比

前年
適用関係

被保険者数

前年
(同月)比

有効求人数
(原数値)

(同月)比

　業務主要指標（高知労働局 職業安定部）

7,616

339

0
1,762
1,713

711

5年3月

4

537

２年度

高知県正社員

1.13
1.12
1.09
1.06
1.08

元年度 1.27 0.76 1.55 2.3 元年度 -5.936,017 -1.9 149,901 0.1 69,604 -1.6 元年度 13,798 197,419 9,624 2,854190,223 -0.4 75,703 2.6 12,955

９月 0.78 1.15 2.7 ９月 3.22,561 4.9 13,196 1.6 5,024 5.1 ９月 13,709 194,724 668 3,05113,808 12.4 6,309 13.2 838

11月 0.83 1.17 2.8 11月 1.72,374 7.5 12,469 -0.3 5,105 18.0 11月 13,739 194,911 582 2,71614,406 12.6 6,516 11.4 783

４年１月 1.16 0.85 1.20 2.7 ４年１月 6.03,068 11.0 12,268 1.2 6,048 16.8 ４年１月 13,772 194,058 687 2,38415,279 14.3 6,658 11.3 712

3年度 1.11 0.77 1.16 2.8 3年度 33,722 4.1 157,059 3.1 64,099 12.4 174,054 15.3 76,482 13.1 11,196 1.3 3年度 13,775 194,689 8,591 2,746

２月 1.17 0.79 1.21 2.7 ２月 3,159 4.2 13,116 2.7 6,301 20.8 16,059 14.0 6,646 9.0 887 -0.6 ２月 13,780 193,843 639 2,229

4月 1.15 0.73 1.24 2.6 4月 3,805 -1.0 14,266 1.7 5,424 4.2 15,359 8.9 6,552 5.8 1,094 0.2 4月 13,800 192,919 1,301 2,318

6月 1.16 0.78 1.27 2.6 6月 2,576 2.1 13,473 2.9 5,884 6.6 15,177 9.4 6,503 6.3 920 -1.0 6月 13,811 194,880 684 2,883
5月 1.16 0.75 1.25 2.6 5月 7.22,653 14.8 13,792 2.6 5,305 18.9 5月 13,802 194,531 993 2,55814,903 8.9 6,470 7.6 909

9月 1.22 0.84 1.32 2.6 9月 2.02,462 -3.9 12,959 -1.8 5,697 13.4 9月 13,674 193,596 683 2,91415,352 11.2 6,828 8.2 855

４月 1.19 0.79 1.32 2.6 ４月 -4.03,775 -0.8 13,921 -2.4 5,317 -2.0 ４月 13,732 190,541 1,255 2,24415,428 0.4 6,851 4.6 1,050
5月 1.15 0.79 1.31 2.6 5月 7.02,816 6.1 13,937 1.1 5,203 -1.9 5月 13,727 192,653 1,094 2,71214,945 0.3 6,660 2.9 973
6月 1.14 0.81 1.30 2.5 6月 -5.92,587 0.4 13,659 1.4 5,492 -6.7 6月 13,711 192,914 697 2,87414,939 -1.6 6,613 1.7 866

8月 1.17 0.82 1.29 2.7 8月 -4.52,512 0.7 13,360 3.0 5,554 1.6 8月 13,744 191,983 731 3,17115,147 -0.9 6,717 0.3 745

2.3 

2.9 2.8 
2.6 

2.8 2.7 2.7 2.8 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 
2.6 

2.8 
2.6 2.6 2.5 

2.7 2.7 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

有
効
求
人
倍
率
（
倍
）

有効求人倍率、完全失業率の推移
高知県 全国

完全失業率

完
全
失
業
率(
%)
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合　　計 男 女 合　　計 男 女

職業計 0.82 6,717 8,227 4,370 3,855 332 169 163

Ａ管理的職業 1.60 32 20 16 4 1 1 0

Ｂ専門的・技術的職業 1.26 1,680 1,330 528 802 74 26 48

  09建築・土木技術者 4.94 430 87 70 17 7 7 0

  10情報処理・通信技術者 0.50 55 111 101 10 2 1 1

  12医師、薬剤師等 3.82 42 11 4 7 1 1 0

  13保健師、助産師、看護師等 1.05 465 444 46 398 41 4 37

  16社会福祉専門職業 1.19 252 212 65 147 11 7 4

Ｃ事務的職業 0.40 781 1,942 543 1,399 62 8 54

  25一般事務員 0.33 573 1,711 435 1,276 47 5 42

  26会計事務員 0.67 81 121 46 75 6 0 6

Ｄ販売の職業 1.42 510 358 207 151 18 11 7

  32商品販売 1.07 199 186 59 127 7 2 5

  34営業職業 1.82 297 163 142 21 10 9 1

Ｅサービスの職業 1.47 1,343 916 351 565 57 21 36

  36介護サービス 1.55 645 416 162 254 33 11 22

  37保健医療サービス 2.56 105 41 9 32 7 1 6

  38生活衛生サービス 1.95 107 55 10 45 1 1 0

  39飲食物調理 1.20 220 183 83 100 10 5 5

  40接客・給仕 1.55 187 121 47 74 3 2 1

Ｆ保安の職業 5.27 232 44 43 1 2 1 1

Ｇ農林漁業の職業 1.11 101 91 76 15 9 7 2

Ｈ生産工程の職業 1.64 745 453 347 106 35 29 6

  52製品製造・加工（金属） 2.61 222 85 80 5 15 13 2

  53製品製造・加工（金属以外） 1.35 230 170 106 64 12 10 2

  54機械組立の職業 0.75 42 56 44 12 2 1 1

  55機械整備・修理の職業 2.77 155 56 54 2 2 2 0

  59生産関連・生産類似 0.96 48 50 31 19 3 2 1

Ｉ輸送・機械運転の職業 1.16 336 289 282 7 25 25 0

  6１自動車運転 1.21 274 226 219 7 21 21 0

  64定置・建設機械運転 0.88 45 51 51 0 3 3 0

Ｊ建設・採掘の職業 2.79 708 254 250 4 20 20 0

  65建設躯体工事 5.33 128 24 24 0 4 4 0

  66建設（65を除く） 2.89 127 44 43 1 5 5 0

  67電気工事 1.47 91 62 62 0 3 3 0

  68土木作業 2.93 361 123 120 3 8 8 0

Ｋ運搬・清掃等の職業 0.24 249 1,025 732 293 29 20 9

  70運搬 0.52 112 217 186 31 11 9 2

  71清掃 0.56 60 107 68 39 10 6 4

  73その他の運搬等 0.09 59 691 476 215 5 4 1
※求職申込書における「性別」欄の記入が任意のため、男女別の合計は全体の値と必ずしも一致しない。

※令和５年４月から日本標準職業分類に基づく区分による。

※ハローワークインターネットサービスの機能拡大に伴う令和３年９月以降の数値の取扱いについては、１頁の（注）を参照。

※代表的な職業を抽出しているため、職業計と内訳の合計は必ずしも一致しない。

求人・求職・就職バランスシート(正社員）
令和５年８月

求人倍率(倍） 有効求人(人）　
有　効　求　職　　(人）　 就　職　件　数　　(人）　

10



合　　計 男 女 合　　計 男 女

職業計 1.05 13,738 13,024 5,885 7,130 689 284 405

Ａ管理的職業 1.36 34 25 18 7 1 1 0

Ｂ専門的・技術的職業 1.33 2,492 1,868 612 1,255 134 31 103

 09建築・土木技術者 4.43 456 103 85 18 7 7 0

 10情報処理・通信技術者 0.62 76 122 107 15 2 1 1

 12医師、薬剤師等 2.55 74 29 9 20 1 1 0

  13保健師、助産師、看護師等 1.10 688 625 51 574 59 4 55

 16社会福祉専門職業 1.54 569 370 78 291 40 12 28

Ｃ事務的職業 0.52 1,457 2,821 709 2,110 128 23 105

 25一般事務員 0.45 1,123 2,505 573 1,930 105 18 87

 26会計事務員 0.85 146 171 54 117 7 0 7

Ｄ販売の職業 2.93 1,617 551 243 308 36 16 20

 32商品販売 2.65 966 365 87 278 24 7 17

 34営業職業 1.86 324 174 149 25 10 9 1

Ｅサービスの職業 2.61 3,895 1,495 433 1,062 150 41 109

 36介護サービス 2.23 1,336 598 188 410 51 12 39

 37保健医療サービス 3.27 196 60 9 51 15 2 13

 38生活衛生サービス 1.84 173 94 11 83 4 2 2

 39飲食物調理 2.02 712 352 116 236 50 13 37

 40接客・給仕 2.91 605 208 53 155 8 3 5

Ｆ保安の職業 5.63 400 71 68 3 7 6 1

Ｇ農林漁業の職業 1.21 222 184 126 58 26 16 10

Ｈ生産工程の職業 2.20 1,258 571 402 169 52 34 18

 52製品製造・加工（金属） 2.68 244 91 86 5 18 14 4

  53製品製造・加工（金属以外） 2.42 580 240 126 114 21 13 8

 54機械組立の職業 1.91 130 68 53 15 3 1 2

 55機械整備・修理の職業 2.86 169 59 57 2 2 2 0

 59生産関連・生産類似 0.85 63 74 46 28 4 3 1

Ｉ輸送・機械運転の職業 1.44 511 354 346 8 38 38 0

 6１自動車運転 1.52 422 278 270 8 33 33 0

 64定置・建設機械運転 1.03 61 59 59 0 4 4 0

Ｊ建設・採掘の職業 2.76 752 272 267 5 23 23 0

 65建設躯体工事 5.00 130 26 26 0 4 4 0

 66建設（65を除く） 2.87 135 47 45 2 7 7 0

 67電気工事 1.41 93 66 66 0 3 3 0

 68土木作業 2.98 393 132 129 3 9 9 0

Ｋ運搬・清掃等の職業 0.49 1,100 2,261 1,249 1,011 94 55 39

 70運搬 0.94 264 281 229 52 22 18 4

 71清掃 1.76 515 293 114 179 38 18 20

 73その他の運搬等 0.13 215 1,654 900 753 22 11 11
※求職申込書における「性別」欄の記入が任意のため、男女別の合計は全体の値と必ずしも一致しない。

※令和５年４月から日本標準職業分類に基づく区分による。

※ハローワークインターネットサービスの機能拡大に伴う令和３年９月以降の数値の取扱いについては、１頁の（注）を参照。

※代表的な職業を抽出しているため、職業計と内訳の合計は必ずしも一致しない。

求人・求職・就職バランスシート(パートを含む常用）
令和５年８月

求人倍率(倍） 有効求人(人）　
有　効　求　職　　(人）　 就　職　件　数　　(人）　
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コース数 定員 受講者数

ＩＴ分野 3 19 19

営業・販売・事務分野 52 648 498

医療事務分野 7 75 43

介護・医療・福祉分野 13 149 94

農業分野 0 0 0

旅行・観光分野 0 0 0

デザイン分野 0 0 0

製造分野 13 156 124

建設関連分野 9 90 67

理容・美容関連分野 11 112 85

その他分野 7 33 33

求
職
者
支
援
訓
練

（
基
礎
コ
ー
ス

）

基礎 3 40 30

合計 118 1,322 993

（参考）
デジタル分野 3 19 19

ハロートレーニング（離職者向け）の令和４年度実績

１　離職者向けの公的職業訓練の分野別訓練規模

総計

分 野

公
共
職
業
訓
練

（
離
職
者
向
け

）

＋
求
職
者
支
援
訓
練

（
実
践
コ
ー
ス

）

39_高知

※数値は速報値のため、今後変動の可能性がある。

※本資料における用語は、以下のとおり定義しています。

「コース数」

公共職業訓練については、当該年度中に開講したコース及び当該年

度以前から開始し当該年度に実施した訓練コースの数（当該年度以前

に開講し、次年度に繰り越すコースを含む）。

求職者支援訓練については当該年度中に開講したコースの数。

「定員」

当該年度中に開講した訓練コースの定員の数。

「受講者数」

当該年度中に開講したコースに入校した者の数。

「応募倍率」

当該訓練の定員を100とした時の、受講を申し込んだ者の数の倍率。

「定員充足率」

当該訓練の定員に対する受講者数の割合。

「就職率」

訓練を修了等した者のうち就職した者の割合。分母については受講

者数から中途退校者数(中途退校就職者数を除く）等を差し引き、分子

については中途退校就職者を加えている。

ただし、公共職業訓練については、令和４年度末までに終了したコー

ス、求職者支援訓練については、令和４年12月末までに終了したコース

について集計。

「デジタル分野」

IT分野（ITエンジニア養成科など。情報ビジネス科を除く。）、デザイン

分野（WEBデザイン系のコースに限る）等。

用語の定義

12



*応募倍率・就職率については高いものを赤いセル、低いものを緑のセルで表示している。

コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率 就職率 コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率
雇用保険

適用就職率 就職率

ＩＴ分野 2 4 4 100.0% 100.0% 82.7% 1 15 15 133.3% 100.0% 30.8% 53.8%

営業・販売・事務分野 42 499 382 97.2% 76.6% 55.9% 5 65 35 66.2% 53.8% 40.0% 78.6%

医療事務分野 7 75 43 60.0% 57.3% 84.6% 0 0 0 - - - -

介護・医療・福祉分野 8 33 22 75.8% 66.7% 75.9% 5 116 72 67.2% 62.1% 75.0% 85.5%

農業分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - -

旅行・観光分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - -

デザイン分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - -

製造分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - -

建設関連分野 2 1 3 300.0% 300.0% 100.0% 0 0 0 - - - -

理容・美容関連分野 3 2 2 100.0% 100.0% 100.0% 8 110 83 104.5% 75.5% 51.2% 81.3%

その他分野 4 8 11 175.0% 137.5% 88.9% 0 0 0 - - - -

求
職
者
支
援
訓
練

（
基
礎
コ
ー
ス

）

基礎 - - - - - - 3 40 30 90.0% 75.0% 57.1% 69.0%

合計 68 622 467 92.9% 75.1% 80.7% 22 346 235 84.4% 67.9% 78.6%

（参考）
デジタル分野 2 4 4 100.0% 100.0% 82.7% 1 15 15 133.3% 100.0% 30.8% 53.8%

２　離職者向けの公的職業訓練の制度別、分野別訓練の実施状況（令和４年度）

公共職業訓練（都道府県：委託訓練）

分 野

公
共
職
業
訓
練

（
離
職
者
向
け

）

＋
求
職
者
支
援
訓
練

（
実
践
コ
ー
ス

）

求職者支援訓練

※数値は速報値のため、今後変動の可能性がある。
（注）求職者支援訓練の就職率は令和4年12月末までに終了したコースについて集計。
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分 野 コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率 就職率 コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率 就職率

ＩＴ分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

営業・販売・事務分野 0 0 0 - - - 5 84 81 153.6% 96.4% 90.8%

医療事務分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

介護・医療・福祉分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

農業分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

旅行・観光分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

デザイン分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

製造分野 0 0 0 - - - 13 156 124 95.5% 79.5% 80.8%

建設関連分野 2 25 16 68.0% 64.0% 73.3% 5 64 48 78.1% 75.0% 77.5%

理容・美容関連分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

その他分野 0 0 0 - - - 3 25 22 104.0% 88.0% -

合計 2 25 16 68.0% 64.0% 73.3% 26 329 275 107.6% 83.6% 83.6%

（参考）
デジタル分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

公共職業訓練（都道府県：施設内訓練） 公共職業訓練（高齢・障害・求職者雇用支援機構）
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（令和4年度高知県職業訓練実施計画より抜粋）

高知県

委託訓練

（県）

求職者

支援訓練

県施設内訓練

（高知・中村高等

技術学校）

高齢・障害・

求職者雇用

支援機構

合計

IT分野（デジタル系） 4 55 59

営業・販売・事務分野 526 58 120 704

医療事務分野 77 13 90

介護・医療・福祉分野 123 73 196

農業分野 0

旅行・観光分野 0

デザイン分野 3 3

製造分野 45 45

建設関連分野 1 25 164 190

理容・美容関連分野 4 58 62

その他分野 12 12

（基礎コース） 基礎 110 110

750 367 25 329 1,471

分野

公

共

職

業

訓

練

（

離

職

者

向

け

）

＋

求

職

者

支

援

訓

練

（

実

践

コ

ー

ス

）

合計

R4年度　職業訓練　計画数
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令 和 ４ 年 度 高 知 県 職 業 訓 練 実 施計 画 

令和 4 年 4 月１日 

高  知  県 

独立行政法人 高齢･障害･求職者雇用 

支援 機 構 高知 支部 

高 知 労 働 局 

１ 総説 

（１）計画のねらい

平成 26 年７月１日に高知県と高知労働局で締結した、「高知県雇用対策協定」（目

的：第 1 条 高知県と高知労働局がそれぞれの強みを発揮し相互に連携して、地域に

おける求職者の就職等雇用施策を効果的・一体的に実施することによって、経済の活性

化と県民のくらしの向上を目指すことを目的として、締結する。）に基づき策定した

「令和４年度高知県雇用対策協定に基づく事業計画」において、「職業訓練等による人

材育成及び就労支援」及び「正社員就職に有効な職業訓練の創設」を掲げている。 

本計画の目的は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（以

下「支援法」という。）第２条に規定する特定求職者（以下「特定求職者」という。）に

対する、支援法第４条第１項の規定による厚生労働大臣の認定を受けた職業訓練（以下

「求職者支援訓練」という。）や、職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号）に基

づき、公共職業能力開発施設で行われる離職者等に対する職業訓練（以下「公共職業訓

練」という。）について、国及び高知県が一体となって特定求職者を含む求職者に対す

る職業訓練受講の機会を十分に確保し、以って安定的な就職を実現するために、重要な

事項を定めたものである。 

（２）計画期間

 計画期間は、令和４年４月１日から令和５年３月 31 日までとする。 

（３）計画の改定

 この計画は、職業訓練の実施状況等を踏まえ、改定する。 

２ 労働市場の動向と課題等 

（１）労働市場の動向と課題

高知県の有効求人倍率は、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年５月

に 56 ヶ月ぶりに 1 倍を下回ったが、令和２年 12 月に 1.02 倍と８ヶ月ぶりに 1 倍台と

なり、持ち直しの動きがみられるもの、新型コロナウイルス感染症が雇用に与える影

響に注意する必要がある。 

令和３年 12 月の正社員有効求人倍率は 0.87 倍と全国で 39 番目となっており、前年

同月の 0.77 倍（全国）から改善しているものの、新規求人に占める正社員求人の割合

は 43.5％であり、全国の新規求人に占める正社員求人の割合 47.2％と比べると低い水

準となっている。 
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   また、正社員求人の職種については求人者と求職者の間にミスマッチがあり、これ

らの対策としてスキルの不足する求職者に対してスキルアップを図る必要がある。 

   さらに、不本意ながら非正規雇用で働く者の正社員転換や、学卒未内定者や進路未

決定者をはじめとする若者の正社員就職の実現が図られるよう引き続き取り組む。 

こうした中、いわゆる就職氷河期世代は、現在、30 代半ばから 50 代前半に至って

いるが、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った世代であり、様々な課題に直面して

いる者がおり、この方々が抱える固有の課題（希望する就業とのギャップ、実社会での

経験不足等）や今後の人材ニーズを踏まえつつ、個々人の状況に応じた支援が求められ

ている。 

また、女性については、女性の活躍を促進するため、出産等でキャリアを中断した女

性の再就職を支援することも重要である。 

高齢者については、人生 100 年時代を迎え、より長いスパンで個々人の人生の再設

計が可能となる社会を実現するため、何歳になっても学び直し、職場復帰、転職が可能

となるリカレント教育を拡充していくことが求められている。 

高知労働局では、地域ニーズを踏まえた公的職業訓練を実施するため、求人者・求職

者に対するアンケート調査を実施し、アンケート調査の分析結果に基づき適切な訓練コ

ースの設定を行う。 

 

（２）令和２年度における職業訓練をめぐる状況 

     令和２年４月から令和３年３月末現在で、高知県内における新規求職者数は 32,383

人であり、その内特定求職者に該当する可能性のある者の数は 13,491 人(41.7%)となっ

ている。 

     令和２年度の職業訓練の受講者数は次のとおり。 

     ・公共職業訓練 

        県立校   施設内 普通課程    87 人 

                               短期課程  20 人 

        機構   施設内         249 人 

        委託訓練               468 人   

     ・求職者支援訓練    

        基礎コース               25 人 

        実践コース                96 人 

     令和 2 年度の職業訓練の就職率は次のとおり。 

    ・公共職業訓練（令和 3 年 3 月終了分まで） 

        県立校  施設内 普通課程  94.6 ％ 

                     短期課程  68.4 ％ 

               機構   施設内        85.8 ％ 

        委託訓練            78.4 ％ 

    ・求職者支援訓練（令和 3 年３月終了分まで） 

         基礎コース 就職率  58.8 ％  うち雇用保険適用就職率  58.8 ％ 

         実践コース 就職率 72.7 ％ うち雇用保険適用就職率  47.7 ％ 

 

 

17



３ 令和 3 年度における国・県の一体的取組 

 国・県の一体的取組は、本計画１（１）の「計画のねらい」のとおり、「令和 3 年度

高知県雇用対策協定に基づく事業計画」を策定しており、「各産業分野の人材確保～県

内就職・職場定着支援及び移住の促進～」項目の中で、産業振興計画などの県の産業

施策とも連携した就労支援の実施として「職業訓練等による人材育成及び就職支援」

を掲げ、県が実施する具体的な業務として、「①高等技術学校において産業界のニーズ

に沿った技能・知識の習得のための訓練を実施し、地域産業を担う人材育成を図る。

②離職者等に対する幅広い職業訓練を行うため、民間訓練機関等に委託して訓練を実

施する。③就業につながりやすい職業訓練コースの設定や職業訓練受講者に対する託

児サービスの充実を図る。」一方、国が実施する具体的業務として、「①求職者及び求

人者から把握した訓練ニーズ等の情報を共有し、地域訓練協議会及びワーキングチー

ム会議において、求職者支援訓練と公共職業訓練の訓練分野や実施時期を調整のう

え、人材ニーズ等を踏まえた地域全体の人づくりの視点で公的職業訓練の総合的な計

画を立てる。②離職者・在職者向けの「ハロートレーニングガイド」を作成し、職業

能力開発の理解を深めるとともに、訓練受講中からジョブ・カードを活用したキャリ

アコンサルティングなど職業相談を実施して、訓練終了後に正規雇用を目指した早期

就職を支援する。」を掲げている。

  その結果、令和 3 年度（令和 4 年１月末）については、前年同期と比較し、新規求

職者が増加傾向となり、職業訓練の定員充足率及び受講者数は増加した。また、就職

率は前年同期と比較し公共職業訓練は前年度並を維持しているものの、求職者支援訓

練の就職率は低下した。就職支援については、各訓練関係機関、訓練実施施設、ハロ

ーワークとの連携による訓練受講中からの相談、修了者への個別支援等を図ることと

する。 

４ 令和 4 年度における職業訓練等の実施方針 

高知県内の雇用失業情勢は、雇用保険の被保険者数が減少し、有効求職者数、雇用保険 

受給者数も減少しているなど、新型コロナウイルス感染症が雇用に与える影響に注意す 

る必要があるとしながらも、持ち直している状況であるが、他の都道府県に比して非正

規雇用割合が高いことや、生活困窮者の就職促進、人手不足職種の求人充足等に対する

対応が求められているところである。 

このため、令和 4 年度においても、成長分野、人材不足分野とされている分野・職

種、及び地域の特色を活かした分野・職種における人材育成に重点を置きつつ職業訓練

等を実施する。 

また、高知県内における公的職業訓練が計画的かつ効果的に実施できるよう、公共職

業訓練と求職者支援訓練について総合的な計画（本計画）を策定する。 

さらに、国（高知労働局）、高知県、高知市をはじめとする関係地方自治体・行政機

関、訓練実施機関・団体や労使団体等の幅広い連携・協力関係を密にし、第４期高知県

産業振興計画に対応した、人材育成に取り組んでいくこととする。 

なお、令和２年５月からは公共職業訓練の全ての課程について、令和３年２月からは

求職者支援訓練について、同時双方向型によるオンラインによる訓練の実施を可能とし

たところであり、実施状況や訓練効果等を踏まえながら、引き続きオンラインによる訓

練の実施を推進していくこととする。 
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加えて、育児や介護等、多様な事情を抱える求職者が、生活との調和を保ちつつ職業

訓練を受講できるよう、その実施機関や時間等について配慮し、短期間・短時間の訓練

コース、オンライン訓練などの実施を推進していくこととする。特に出産、育児を理由

とする離職者については、育児と職業訓練の両立を支援するため、託児サービスの利用

を可能とする訓練コースの設定を推進する。

（１）求職者支援訓練

① 実施規模と分野

・令和４年度の雇用失業情勢は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化が懸念される

ことから、非正規労働者や自営廃業者などの雇用保険の基本手当を受けることができな

い者に対する雇用のセーフティネットとしての機能が果たせるよう 367 人に訓練機会

を提供するため、訓練認定規模 367 人を上限とする。

・訓練内容としては、職業能力開発講習及び基礎的能力のみを習得する職業訓練（基礎コ

ース）を全体の 30％程度、基礎的能力から実践的能力までを一括して習得する職業訓

練（実践コース）を全体の 70％程度とする。

・その際、成長分野、人材不足分野とされている分野・職種に重点を置くとともに、地域

における産業の動向及び求人ニーズを踏まえたものとする。育児中の女性等で再就職を

目指す者、未就職のまま卒業することとなった新規学卒者やコミュニケーション能力等

の課題を有する生活困窮者、さらには短時間労働者等不安定な就労者、就職氷河期世代

の者のうち不安定な就労に就いている者や無業状態の者など、対象者の特性・訓練ニー

ズに応じた職業訓練の設定にも努めることとする。特に出産・育児を理由とする離職者

については、育児と職業訓練の両立を支援するため、短時間の訓練コース及び託児付き

訓練コースの設定に努める。

○令和 4 年度計画 定員 367 人（令和 3 年度当初比 11 人増） （人）     

令和 3 年度   令和 4 年度 

基礎コース １１０ １１０ 

実践コース ２４６ ２５７ 

介護系   ９５ ７３ 

医療事務系 １３ １３ 

情報系 ２６ 

デジタル系 ５５ 

その他の成長分野、人手不足分野 １１２ １１６ 

合  計 ３５６ ３６７ 

・地域ニーズ枠は、訓練認定規模の 10％以内で設定することとする。

・新規参入枠は、次のとおりとする。

イ 基礎コース  上限値 20％ 

ロ 実践コース  上限値 30％ 

・認定単位期間は、四半期ごとに認定する。なお、第３四半期まで繰り越した認定枠に

ついて端数がある場合には集約し振替えることができる。
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・申請単位期間内で新規参入枠以外の設定数（以下「実績枠」という）に対する認定申

請が、当該実績枠の上限を下回る場合は、当該実績枠の残余を当該申請対象期間内の

新規参入枠とすることも可能とする。

・第３四半期以降においては、上半期分の認定コースの定員数が少なかった場合の繰り越

し分及び中止コースの繰り越し分については、基礎・実践コース間の振替えや、実践コ

ースの他分野への振替えができるものとする。

（２）公共職業訓練

① 施設内訓練に係る実施規模と分野

・県内では施設内訓練 18 科目、504 人（障害者向け訓練を除く）の訓練定員を確保す

る。

・県立高等技術学校では、ものづくりの基本となる技能を習得するための職業訓練を

実施する。（訓練期間：10 ヶ月～２年間）

・機構が実施する訓練のうち、高知職業能力開発短期大学校学卒者訓練（専門課程）と

して２科 50 人（応募倍率 1.2 倍以上）を確保する。また、高知職業能力開発促進セン

ターでは、地域の事業主団体や事業主等業界の人材ニーズを基に、主にものづくり分

野であって、民間の教育訓練機関等では実施が難しいコースを設定する。（訓練期間：

６～７ヶ月）

○令和４年度計画 定員 504 人（令和３年度比 ±0）   （人） 

令和３年度 令和４年度 

高知県立高知高等技術学校 ８５ ８５ 

機械加工科 １０ １０ 

溶接科 １０ １０ 

塑性加工科（募集科名：オートボディ科） ２０ ２０ 

電気工事科 １５ １５ 

自動車設備科 ２０ ２０ 

配管科 １０ １０ 

高知県立中村高等技術学校 ４０ ４０ 

木造建築科 １５ １５ 

左官エクステリア科(1 年)  １０ １０ 

住宅リフォーム科(10 ヶ月) １５ １５ 

高知職業能力開発短期大学校 ５０ ５０ 

生産技術科 ２０ ２０ 

電子情報技術科 ３０ ３０ 
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高知職業能力開発促進センター ３２９ ３２９ 

テクニカルオペレーション科
（募集科名：機械 CAD 技術科）

３０ ３０ 

CAD ものづくりサポート科(女性専用) ３６ ３６ 

住宅リフォーム技術科 
（募集科名：住宅 CAD リフォーム技術科） 

６４ ６４ 

電気設備技術科 ６０ ６０ 

ビジネスワーク科 ８４ ８４ 

テクニカルオペレーション科
（短期デュアルコース） 

（募集科名：機械 CAD 技術科（企業実習付））

１５ １５ 

電気設備技術科（短期デュアルコース）

（募集科名：電気設備技術科（企業実習付））
１５ １５ 

橋渡し訓練（導入講習） ２５ ２５ 

合  計 ５０４ ５０４ 

② 委託訓練に係る実施規模と分野

・委託訓練は、令和３年度計画の 956 人から 206 人減の 750 人を計画数として実施する。

・分野としては、「長期高度人材育成コース」は、人材不足分野の介護福祉士、保育士を重

点分野とし、「知識等習得コース」は、ＩＴ、事務、経理、介護、医療事務系を重点分野

とし、応募・求人ニーズを踏まえコースを設定する。

・受講対象者としては、若年、女性、就職氷河期世代の方にそれぞれ配慮した多様なコー

ス設定を行う。特に育児中の訓練受講希望者に配慮した託児サービス提供事業の拡充を

図る。

○令和４年度計画 定員 750 人（令和３年度比 206 人減）    （人） 

令和３年度 令和４年度 

長期高度人材育成コース※１ ４６ ４５ 

介護福祉士養成科 １０ ８ 

保育士養成科 ９ １０ 
その他（情報システム系/調理師/

建築・インテリアデザイン/美容系など）
２７ ２７ 

知識等習得コース（デュアル訓練含む）※２ ９１０ ７０５ 

ＩＴ･事務系 
ＩＴビジネス基礎 Web/上級 ６１０ ４７５ 

ＯＡ事務 ３０ ０ 

経理・宅地建物取引士 ６０ ５０ 

介護系 １２０ １０５ 

医療事務系・その他 ９０ ７５ 

合  計 ９５６ ７５０ 

※１長期高度人材育成コース

非正規雇用での就労期間が長く不安定な就労を繰り返している者等が正社員就職を実

現するために国家資格等の取得を目指す長期高度職業訓練コース 
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なお、令和２年度より就職氷河期世代の方への支援も念頭に実施する。 

（訓練機関：１年以上２年以下） 

※２知識等習得コース

求職者に必要な知識・技術等の職業能力を付与するための訓練コース 

（訓練期間：３ヶ月間を標準とし１年以下） 

デュアル訓練コース 

民間教育訓練機関等を活用した座学訓練と事業主等への委託による企業実習及び企業

実習先での能力評価を行う訓練コース 

（訓練期間：４ヶ月間を標準とする） 

③ 委託訓練（障害者）に係る実施規模と分野

・委託訓練は合計 74 人のコースとして実施する。

・コースについては、知識・技能習得訓練コース（集合訓練）及び実践能力習得訓練コー

スへの重点化を図り、知識・技能習得訓練コース（集合訓練）においては、在宅就業

（テレワーク）を重点分野と位置付けたコース設定を行う。

・受講者に対しては、当該受講者が利用する障害福祉サービス提供者等と連携し、適宜に

振り返りや助言を行うことにより、訓練の修了等についてのサポートを実施する。

○令和４年度計画 定員 74 人（令和 3 年度比 11 人増）   （人） 

令和３年度 令和４年度 

知識・技能習得訓練コース（デュアル）   １０ ０ 

清掃業務実務者研修科等   ５ ０ 

介護補助業務科   ５ ０ 

知識・技能習得訓練コース（集合訓練） ２４  ３９ 

在宅就業（テレワーク）研修科 ２４ ２４ 

その他 １５ 

実践能力習得訓練コース ２５  ３５ 

特別支援学校早期訓練コース ４ ０ 

合  計 ６３ ７４ 

５ 職業訓練受講者等に対する就職支援の充実、就職率の目標 

・公的職業訓練受講希望者には、公共職業安定所における訓練前のキャリアコンサルティ

ングを通じ、適切な訓練コースの選択を支援する。特に求職者支援訓練の受講希望者に

は、長期失業者や正社員経験が少ない者も一定数いることから、職業訓練により知識や

技能を高めることはもとより、訓練修了者の就職に向けてもきめ細かい支援が必要であ

る。

・このため訓練期間中に、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングの機会を

設け、訓練受講中、訓練修了後の求職活動の方向性を明確化するとともに、訓練実施機関

と公共職業安定所が連携し、訓練効果を生かせる求人情報の提供など、就職に向けた支援

を充実する。

・また、訓練修了後は、訓練実施機関による独自の就職支援のほか、公共職業安定所にお

いても、訓練実施機関が訓練修了時点までに作成支援したジョブ・カード（評価シートを
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含む）等を活用し、未就職者の就職支援により一層積極的に取り組んでいく。 

・求職者支援訓練基礎コース受講者のうち、引き続き技能向上のための公共職業訓練の受

講を希望する者に対しては、関連する訓練情報を提供し円滑な受講に向けた支援を行う。

・これらにより、求職者支援訓練受講者の就職率（雇用保険適用就職率に限る）は、基礎

コース 58％、実践コース 63％を目指す。

・公共職業訓練受講者の就職率については、高知県立高等技術学校の施設内訓練 100％、

委託訓練は 80％を目指す。機構においては施設内訓練の就職率の目標を高知職業能力開

発短期大学校は 95％以上、高知職業能力開発促進センターは 80％以上とする。

・障害者委託訓練の就職率については、55％以上を目指す。

６ 推進体制 

・公的職業訓練全体の訓練規模、分野及び時期において職業訓練の機会及び受講者を適切

に確保するとともに、公的職業訓練を効果的に実施し、訓練修了者の就職を実現してい

く上で、国（高知労働局）、高知県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は

もとより、地域の訓練実施機関の団体、労使団体等の幅広い理解・協力を得られること

が重要である。このため、令和４年度においても、高知県地域訓練協議会を開催して、

関係者の連携・協力の下に、地域の実情を踏まえた、計画的で実効ある職業訓練の推進

に資することとするほか、地域の産業ニーズを踏まえて訓練内容の検討を行うワーキン

グチームを開催する。また、訓練生募集にあたっては可能な限り早期の募集開始および

PR に努めることとする。

・ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングなど、労働者のキャリア形成に資

する情報提供及び相談援助を行い、公的職業訓練の受講者の能力及び適性に応じた公的

職業訓練を実施するものとする。

・このほか、公的職業訓練におけるジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング

の着実な実施等に資するため、関係機関とも連携の上、説明会等の様々な機会を活用し

て周知を図るものとする。

７ その他 
・高知県が進める「産業振興計画」等の産業施策とも連携した就労支援を実施していく。

・高知労働局及び高知県は、ワーキングチーム会議において地域の委託訓練を対象に定員

充足率や就職率の低調な訓練、中止率の高い訓練分野等のカリキュラム内容等を検証

し、地域における訓練ニーズを踏まえた委託訓練コースの開発、見直し等、より効果的

な職業訓練となるように、改善に取組む。

・高知職業能力開発促進センター（ポリテクセンター）等に設置されている生産性向上人

材育成支援センターによる生産性向上のための各企業の実情に応じたオーダーメイド

型、レディメイド型の訓練、70 歳までの就業機会の確保に資する中高年齢層向け訓練、

及び中小企業等の DX（デジタルトランスフォーメーション）に対応するための人材育成

に向けた訓練の活用促進のための周知に協力する。

・高知労働局及び各公共職業安定所は、「令和４年度建設労働者育成支援事業」について、

訓練生の募集、訓練修了者への就職支援に協力する。

・新型コロナウイルス感染症の影響による離職者の再就職や介護分野等における人材確保

を支援するため、ハローワーク、訓練関係機関及び高知県福祉人材センターの連携強化

による就職支援を実施する。
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コース数 定員 受講者数

ＩＴ分野 3 21 16

営業・販売・事務分野 19 289 241

医療事務分野 3 31 20

介護・医療・福祉分野 8 115 68

農業分野 0 0 0

旅行・観光分野 0 0 0

デザイン分野 1 5 5

製造分野 0 0 0

建設関連分野 5 58 39

理容・美容関連分野 5 29 26

その他分野 7 33 33

求
職
者
支
援
訓
練

（
基
礎
コ
ー
ス

）

基礎 2 29 18

合計 57 709 528

（参考）
デジタル分野 3 21 16

ハロートレーニング（離職者向け）の令和５年度実績

１　離職者向けの公的職業訓練の分野別訓練規模

総計

分 野

公
共
職
業
訓
練

（
離
職
者
向
け

）

＋
求
職
者
支
援
訓
練

（
実
践
コ
ー
ス

）

39_高知

※数値は速報値のため、今後変動の可能性がある。

※本資料における用語は、以下のとおり定義しています。

「コース数」

公共職業訓練については、当該年度中に開講したコース及び当該年

度以前から開始し当該年度に実施した訓練コースの数（当該年度以前

に開講し、次年度に繰り越すコースを含む）。

求職者支援訓練については当該年度中に開講したコースの数。

「定員」

当該年度中に開講した訓練コースの定員の数。

「受講者数」

当該年度中に開講したコースに入校した者の数。

「応募倍率」

当該訓練の定員を100とした時の、受講を申し込んだ者の数の倍率。

「定員充足率」

当該訓練の定員に対する受講者数の割合。

「デジタル分野」

IT分野（ITエンジニア養成科など。情報ビジネス科を除く。）、デザイン分

野（WEBデザイン系のコースに限る）等。

用語の定義
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*応募倍率・就職率については高いものを赤いセル、低いものを緑のセルで表示している。

コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率 就職率 コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率
雇用保険

適用就職率 就職率

ＩＴ分野 2 6 6 233.0% 100.0% - 1 15 10 80.0% 66.7% - -

営業・販売・事務分野 16 232 185 92.2% 79.7% - 1 15 15 147.0% 100.0% - -

医療事務分野 3 31 20 70.0% 64.5% - 0 0 0 - - - -

介護・医療・福祉分野 4 35 15 45.7% 42.9% - 4 80 53 75.0% 66.3% - -

農業分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - -

旅行・観光分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - -

デザイン分野 1 5 5 160.0% 100.0% - 0 0 0 - - - -

製造分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - -

建設関連分野 1 1 1 100.0% 100.0% - 0 0 0 - - - -

理容・美容関連分野 3 4 4 100.0% 100.0% - 2 25 22 156.0% 88.0% - -

その他分野 4 7 6 100.0% 85.7% - 0 0 0 - - - -

求
職
者
支
援
訓
練

（
基
礎
コ
ー
ス

）

基礎 - - - - - - 2 29 18 72.0% 62.1% - -

合計 34 321 242 89.1% 75.4% - 10 164 118 94.0% 72.0% -

（参考）
デジタル分野 2 6 6 233.0% 100.0% - 1 15 10 80.0% 66.7% - -

２　離職者向けの公的職業訓練の制度別、分野別訓練の実施状況（令和５年度）

公共職業訓練（都道府県：委託訓練）

分 野

公
共
職
業
訓
練

（
離
職
者
向
け

）

＋
求
職
者
支
援
訓
練

（
実
践
コ
ー
ス

）

求職者支援訓練

※数値は速報値のため、今後変動の可能性がある。
（注）就職率は訓練終了後3ヵ月以内の就職を6ヵ月後に確定のため5年度は未集計。
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分 野 コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率 就職率 コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率 就職率

ＩＴ分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

営業・販売・事務分野 0 0 0 - - - 2 42 41 - 97.6% -

医療事務分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

介護・医療・福祉分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

農業分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

旅行・観光分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

デザイン分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

製造分野 0 0 0 - - - 6 107 71 64.7% 66.4% -

建設関連分野 2 25 20 100.0% 80.0% - 2 32 18 63.0% 56.3% -

理容・美容関連分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

その他分野 0 0 0 - - - 1 18 18 133.0% 100.0% -

合計 2 25 20 100.0% 80.0% - 11 199 148 - 74.4% -

（参考）
デジタル分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

公共職業訓練（都道府県：施設内訓練） 公共職業訓練（高齢・障害・求職者雇用支援機構）
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（令和5年度高知県職業訓練実施計画より抜粋）

高知県

委託訓練

（県）

求職者

支援訓練

県施設内訓練

（高知・中村高等

技術学校）

高齢・障害・

求職者雇用

支援機構

合計

IT分野（デジタル系） 34 60 94

営業・販売・事務分野 531 56 120 707

医療事務分野 76 15 91

介護・医療・福祉分野 80 70 150

農業分野 0

旅行・観光分野 0

デザイン分野 3 3

製造分野 45 45

建設関連分野 1 25 164 190

理容・美容関連分野 4 56 60

その他分野 11 11

（基礎コース） 基礎 110 110

740 367 25 329 1,461

R5年度　職業訓練　計画数

分野

公

共

職

業

訓

練

（

離

職

者

向

け

）

＋

求

職

者

支

援

訓

練

（

実

践

コ

ー

ス

）

合計
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令和 5年度 高知県地域職業訓練実施計画 

 

令和 5年 4月 1日 

１ 総説 

（１） 計画のねらい 

産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化の中で、職業の安定、労

働者の地位の向上及び経済社会の発展を図るためには、これらによる業務の内容の

変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び円滑な就職に資するよう、労働者に

対して適切な職業能力開発を行う必要がある。このため、高知県、事業主等が行う

職業能力開発に関する自主的な努力を尊重しつつ、雇用失業情勢等に応じて、国が

職業能力開発促進法（昭和 44年法律第 64号。以下「能開法」という。）第 16条第

1項の規定に基づき設置する公共職業能力開発施設（以下「公共職業能力開発施設」

という。）において実施する職業訓練（能開法第 15条の 7第 3項の規定に基づき実

施する職業訓練（以下「委託訓練」という。）を含む。以下「公共職業訓練」という。）

及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成 23 年法

律第 47号。以下「求職者支援法」という。）第 4条第 1項の規定により厚生労働大

臣の認定を受けた職業訓練（以下「求職者支援訓練」という。）の充実を図ることに

より、労働者の十分な職業能力開発の機会を確保する必要がある。 

 本計画は、本計画の対象期間（以下「計画期間」という。）中における対象者数や

訓練内容等を明確にし、計画的な公共職業訓練及び求職者支援訓練（以下「公的職

業訓練」という。）の実施を通じて、職業の安定、労働者の地位の向上等を図るもの

である。 

 また、公共職業能力開発施設は、本計画を実施する際に、高知労働局、公共職業

安定所、高知県等の関係機関と連携を図り、効率的かつ効果的な公共職業訓練の実

施を図るものとする。 

 

（２） 計画期間 

計画期間は、令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31日までとする。 

 

（３） 計画の改定 

本計画は、公的職業訓練の実施状況等を踏まえ、必要な場合には改定を行うもの

とする。 

 

 

２ 人材ニーズ、労働市場の動向と課題等 

（１） 労働市場の動向と課題 
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  新型コロナウイルス感染症の感染拡大後、有効求人倍率が低下する等、雇用への大き

な影響がみられたものの、高知県の令和５年１月の有効求人倍率は 1.26倍となり、新

型コロナウイルス感染症が雇用に与える影響に注意が必要であるものの、改善の動き

が見られる状況となっている。正社員有効求人倍率は 0.93 倍と全国で 40 番目となっ

ており、前年同月の 0.87倍から改善しているものの、新規求人に占める正社員求人の

割合は 44.8％であり、全国の 46.6％と比べると低い水準となっている。正社員求人の

職種については求人者と求職者の間にミスマッチがあり、これらの対策としてスキル

の不足する求職者に対してスキルアップを図る必要がある。 

また、高知県においては全国に先駆けて少子高齢化が進んでおり、人手不足が顕著と

なっている。そのため、公的職業訓練を通じた人材の育成を行い、人材が不足している

分野の人材確保も求められている。 

さらに、多様な求職者に対して、個々の状況による再就職を支援するために、人材ニ

ーズを踏まえた公的職業訓練を実施する必要がある。 

（２） 直近の公的職業訓練をめぐる状況

令和 4年度の新規求職者は令和 4年 12月末現在で 23,128人（前年同月比 97.3％）

であり、そのうち、求職者支援法第 2 条に規定する特定求職者に該当する可能性が

ある者の数は令和 4年 12月末現在で 9,919人（前年同月比 97.4％）であった。 

これに対し、令和 4 年度の公的職業訓練の受講者数については、以下のとおりで

ある。 

 〈令和 4年 4月～令和 4年 12月まで〉 

離職者に対する公共職業訓練   594人（前年同期比  91.1％） 

求職者支援訓練         171人（前年同期比  150.0％） 

３ 令和 5年度の公的職業訓練の実施方針 

令和 3年度の離職者向け公的職業訓練の実施状況を分析すると 

① 就職率が高く、応募倍率が低い分野（「介護・医療・福祉分野」）があること

② 応募倍率が高く、就職率が低い分野（「デザイン分野」「理容・美容関連分野」）があ

ること

③ 応募倍率が低く、就職率が低い分野（「営業・販売・事務分野」）があること

④ 求職者支援訓練のうち基礎コースは令和 3 年度計画では認定規模 30％としていた

が、実績は 6％程度であること

⑤ 委託訓練の計画数と実績の乖離があること

⑥ デジタル分野の設定はあるものの、内容の充実が課題であること

といった課題がみられた。これらの課題の解消を目指し、令和 5年度の公的職業訓練は

以下の方針に基づいて実施する。 
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① については、高知県では他県に比べ、高齢化が進んでいるため、介護分野の訓練の

設定は必須であることから、応募・受講しやすい募集期間・訓練日程を検討した上

で実施するとともに、訓練内容や効果を踏まえた受講勧奨を強化する。 

② については、求人ニーズに即した訓練内容か、十分な就職支援かについて検討した

うえで運用を見直す。また、「デザイン分野」「理容・美容関連分野」で働くことに

関心を持てるような支援等、ハローワークと連携した就職支援を強化する。 

③ については、求人ニーズ、受講者ニーズに即した訓練内容になっているか検討のう

え、就職支援策に課題がないか、強化する必要があるか検討を行う。 

④ については、社会人としての基礎的能力を付与する基礎コースの設定を推進すると

ともに、実態を踏まえた計画の策定をする。 

⑤ については、訓練を実施する民間教育機関等のニーズを踏まえたコース設定を行い、

計画数と実績の乖離の解消に努める。 

⑥ については、ＩＴコースの内容をデジタル人材育成方針に沿った内容にすること、

またデジタル分野の訓練施設の開拓等に努め、推進する。 

 

４ 計画期間中の公的職業訓練の対象者数等 

（１） 離職者に対する公的職業訓練 

① 施設内訓練 

〈対象者数及び目標〉                         （人）       

 令和４年度 令和５年度 
目標 

（就職率） 

高知県立中村高等技術学校 ２５    ２５ 

８５.７％  左官エクステリア科 (1年)   １０ １０ 

住宅リフォーム科  (10ヶ月)  １５ １５ 

高知職業能力開発促進センター ３２９ ３２９ 

８２．５％ 

 テクニカルオペレーション科 
（募集科名：機械 CAD 技術科） ３０ ３０ 

CADものづくりサポート科 ３６ ３６ 

住宅リフォーム技術科 
（募集科名：住宅 CAD リフォーム技術科） ６４ ６４ 

電気設備技術科 ６０ ６０ 

ビジネスワーク科 ８４ ８４ 

テクニカルオペレーション科 
（短期デュアルコース） 

（募集科名：機械 CAD 技術科（企業実習付）） 
１５ １５ 

電気設備技術科（短期デュアルコース） 

（募集科名：電気設備技術科（企業実習付）） １５ １５ 

橋渡し訓練（導入講習） ２５ ２５ 

合  計 ３５４ ３５４  
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〈職業訓練の内容・留意事項等〉 

・施設内訓練の定員は令和 4年度と同数の 10科目、354人の訓練定員を確保する。

・高知職業能力開発促進センターでは、地域の事業主団体や事業主等業界ニーズを基

に、主にものづくり分野であって、民間の教育訓練期間等では実施が難しいコースを設

定する。（訓練期間：６～７ヶ月） 

② 委託訓練

〈対象者数及び目標〉  （人）  

令和４年度 令和５年度 
目標 

（就職率） 

長期高度人材育成コース※１ ４５   ４５ 

８４.５％ 

介護福祉士養成科 ８ １０ 

保育士養成科 １０ １０ 

その他（情報システム系/調理師/ 

建築・インテリアデザイン/美容系など）
２７ ２５ 

知識等習得コース（デュアル訓練含む）※２ ７０５ ６９５ 

ＩＴ系 
ＩＴ訓練科 ４７５ ４７０ 

ＩＴ訓練科（デジタル） ０ ３０ 

経理・宅地建物取引士 ５０ ６０ 

介護系 １０５ ６０ 

医療事務系 ７５ ７５ 

合  計 ７５０ ７４０ 

〈職業訓練の内容・留意事項等〉 

・委託訓練は、令和４年度計画の 750人から 10人減の 740人を計画数として実施する。 

・「長期高度人材育成コース」は、人材不足分野の介護福祉士、保育士を重点分野とし

て実施する。 

・「知識等習得コース」は、ＩＴ系、経理・宅地建物取引士、介護系、医療事務系の分

野を設定し、応募・求人ニーズを踏まえたうえで実施する。 

・若年者・女性・就職氷河期世代の方に配慮した多様なコース設定を行う。特に育児中

の訓練受講希望者に配慮した託児サービス提供事業の拡充を図る。

※１ 長期高度人材育成コース

非正規雇用での就労期間が長く、不安定な就労を繰り返している若者が正社員就職を

実現するために国家資格等の取得を目指すコース。（訓練期間：1年以上 2年以下） 
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※２ 知識等習得コース

求職者に必要な知識・技術等の職業能力を付与するための訓練コース 

（訓練期間：3ヶ月以上を標準とし 1年以下） 

  デュアル訓練コース 

座学訓練と事業主等への委託による企業実習及び企業実習先での能力評価を行う訓

練コース 

（訓練期間：4ヶ月間を標準とする） 

③求職者支援訓練

〈対象者数及び目標〉  （人）  

令和４年度   令和５年度 
目標 

（就職率） 

基礎コース １１０ １１０ ５８％ 

実践コース ２５７ ２５７ 

６３％ 

介護系 ７３ ７０ 

医療事務系 １３ １５ 

デジタル系 ５５ ６０ 

その他の成長分野、人手不足分野 １１６ １１２ 

合  計 ３６７ ３６７ 

〈職業訓練の内容・留意事項等〉 

・非正規労働者や自営廃業者などの雇用保険の基本手当を受けることができない者に

対して雇用のセーフティネットとしての機能が果たせるよう、367人に訓練機会を提

供するため、訓練認定規模 367人を上限とする。

・訓練内容としては、職業能力開発講習及び基礎的能力のみを習得する職業訓練（基礎

コース）を全体の 30％程度、基礎的能力から実践的能力までを一括して習得する職

業訓練（実践コース）を全体の 70％程度とする。 

・その際、成長分野、人材不足分野とされている分野・職種に重点を置くとともに、地

域における産業の動向及び求人ニーズを踏まえたものとする。育児中の女性等で再

就職を目指す者、未就職のまま卒業することとなった新規学卒者やコミュニケーシ

ョン能力等の課題を有する生活困窮者、さらには短時間労働者等不安定な就労者、就

職氷河期世代のうち不安定な就労に就いている者や無業状態の者など、対象者の特

性・訓練ニーズに応じた職業訓練の設定に努めることとする。特に出産・育児を理由

とする離職者については、育児と職業訓練の両立を支援するため、短時間の訓練コー

ス及び託児付き訓練コースの設定に努める。

・地域ニーズ枠は、訓練認定規模の 10％以内で設定することとする。
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・新規参入枠は、次のとおりとする。 

    イ 基礎コース  上限値 20％ 

    ロ 実践コース  上限値 30％ 

・認定単位期間は、四半期ごとに認定する。なお、第 3四半期まで繰り越した認定枠に

ついて端数がある場合には集約し振替えることができる。 

・申請単位期間内で新規参入枠以外の認定数（以下「実績枠」という）に対する認定申

請が、当該実績枠の上限を下回る場合は、当該実績枠の残余を当該申請対象期間内の

新規参入枠とすることも可能とする。 

・第 3 四半期以降においては、上半期の認定コースの定員数が少なかった場合の繰り

越し分及び中止コースの繰り越し分については、基礎・実践コース間の振替えや、実

践コースの他分野への振替えができるものとする。 

 

（２） 在職者に対する公共職業訓練等 

 〈職業訓練の対象者数〉 

   公共職業訓練（在職者訓練） 573人 

【内訳】 

高知県 223人 

      高知職業能力開発促進センター  160人 

      高知職業能力開発短期大学校   190人 

   生産性向上支援訓練     560人 

   

 〈職業訓練の内容・留意事項等〉 

  ・ものづくり分野において、企業の中で中核的役割を果たしている者を対象に、専門的

知識及び技能・技術を習得させる高度なものづくり訓練を実施する。さらに、生産性

向上支援訓練においては、幅広い分野の事業主からのデジタル人材や生産性向上に

関する相談等に対応するとともに、課題の解消に向けた適切な職業訓練等のコーデ

ィネート等の事業主支援を実施する。 

 ・ものづくり分野について、ＤＸ等に対応した職業訓練の開発・充実、訓練内容の見直

し等を図る。 

  ・訓練の効果を客観的に把握する観点から、訓練コースの受講を指示した事業主に対し

て、受講者が習得した能力の職場での活用状況等について確認する。 

  ・高知県においては、産業界や企業のニーズにあった訓練を実施し、企業在職者にとっ

て必要な資格取得やスキルアップを図る。 
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（３） 学卒者に対する公共職業訓練 

〈対象者数及び目標〉                        （人）   

 令和４年度 令和５年度 
目標 

（就職率） 

高知県立高知高等技術学校 ８５ ８５ 

９８．１％ 

 機械加工科  １０  １０ 

溶接科 １０ １０ 

塑性加工科（募集科名：オートボディ科） ２０ ２０ 

電気工事科 １５ １５ 

自動車設備科 ２０ ２０ 

配管科 １０ １０ 

高知県立中村高等技術学校 １５    １５ 

 木造建築科 １５ １５ 

高知職業能力開発短期大学校 ５０    ４５ 

９５％  生産技術科 ２０ ２０ 

電子情報技術科 ３０ ２５ 

合  計 １５０ １４５  

 

〈職業訓練の内容・留意事項等〉 

・県立高等技術学校では、ものづくりの基本となる技能を習得するための職業訓練を実施

する。（訓練期間：１～２年間） 

・高知職業能力開発短期大学校では、技術革新に対応できるものづくりの高度な知識と技

術・技能を兼ね備えた実践技能者の育成のための職業訓練を実施する。（訓練機関：２

年間） 

 

（４）障害者等に対する公共職業訓練 

〈対象者数及び目標〉                        （人）   

 
令和４年度 令和５年度 

目標 

（就職率） 

知識・技能習得訓練コース（集合訓練） ３９   ０ 

８５％ 
 在宅就業（テレワーク）研修科  ２４ ０ 

その他 １５ ０ 

実践能力習得訓練コース ３５   ３５ 

合  計 ７４ ３５  
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〈職業訓練の内容・留意事項等〉 

・定員充足率、就職率の低い訓練コースを廃止し、就職を目指す障害者にとってニーズが

ある就職率の高い実践能力習得訓練コースで、35人の定員として実施。 

・企業の中で実際の業務を行う事で職業能力の向上と就職を目指す。 

 

５ その他、職業能力の開発および向上の促進のための取組等 

・受講者に対する訓練終了前から就職まで一貫した支援のため、ハローワークと関係機関

との連携強化の下、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング、求人情報の

提供など計画的な就職支援を実施する。 

・高知県が進める「産業振興計画」等の産業施策とも連携した就労支援を実施していく。 

・人材不足分野である「介護・医療・福祉」分野の人材確保を支援するため、ハローワー

ク、訓練関係機関及び高知県福祉人材センターの連携強化による就職支援を実施する。 

・地方単独事業として実施される「地域リスキリング推進事業」については、事業一覧の

報告を持って地域職業訓練実施計画に位置づける。なお、県及び市町村の該当事業一覧

（地域リスキリング推進事業一覧）は、事業実施年度に入り開催する地域協議会におい

て、報告する。 
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令和６年度高知県職業訓練実施計画の策定に向けた方針（案）

令和５年度計画と同程度の規模で人材を育成

計画と実績
の乖離

人材ニーズ
を踏まえた
設定

⑤デジタル分野の設定はあるものの、内容の充実

が課題

①就職率が高く、応募倍率が低い分野

②応募倍率が高く、就職率が低い分野

（R４年度実績に該当する訓練分野）

「介護・医療・福祉」「医療事務分野」

（R４年度実績に該当する訓練分野）

「IT分野（デジタル分野）」

実施状況

の分析

・応募・受講しやすい募集・訓練日程の検討が必要

・訓練コースの内容や効果を踏まえた受講勧奨の強化

③応募倍率が低く、就職率が低い分野

（R4年度実績に該当する訓練分野）

「営業・販売・事務分野」

・求人ニーズに即した訓練内容になっているか、就職支援策が充分か、
検討が必要

・「公共職業訓練の効果検証」の結果も踏まえた、ハローワークと連携
した就職支援の強化が必要

・求人ニーズ、受講者ニーズに即した訓練内容になっているか検討
が必要

・就職支援策に課題がないか、強化する必要があるか検討

④委託訓練の計画数と実績は乖離。さら
に令和４年度は委託訓練受講者が減少。

・開講時期の柔軟化、受講申込締切日から受講開始

日までの期間の短縮、効果的な周知広報等、受講者

数増加のための取組が必要。

・ITコースの内容をデジタル人材育成方針に沿った

内容にすること等、質・量の面で一層の設定促進

が必要。
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指標から分析した改善すべき方向性

就職率 低

就職率 高

【応募倍率「高」・就職率「低」の分野の改善方策】

求人ニーズをとらえ切れていない可能性があるとともに、受講

者に就職率が低いことが伝わっていない可能性がある。

＜考えられる改善の方向性＞

○ 求人ニーズに即した訓練内容になっているか要検討。

○ 就職支援策に課題がないか、強化する必要があるか要検

討

○ 受講勧奨時に、受講者に必要な情報が伝わっているか、

要検討。

【就職率「高」・応募倍率「高」の分野の改善方策】

求人ニーズ、求職者ニーズを踏まえた効果的な職業訓練と

言える。

＜考えられる改善の方向性＞

○ 応募倍率が100％を超えている場合には、申込者数に

応じた定員の拡充について要検討。

【就職率「高」・応募倍率「低」の分野の改善方策】

求人ニーズの観点からは効果的な訓練と言えるが、受講者ニーズ

をとらえ切れていない可能性がある。

＜考えられる改善の方向性＞

○ 訓練コースが、求職者にとって応募や受講がしやすい募集日程・

訓練日程となっているか要検討。

○ 受講勧奨の段階で、訓練コースの内容や効果に関する周知の

強化について要検討。

【就職率「低」・応募倍率「低」の分野の改善方策】

求人ニーズ、受講者ニーズ双方をとらえ切れていない可能性がある。

＜考えられる改善の方向性＞

○ 求人ニーズ、受講者ニーズに即した訓練内容になっているか要

検討。

○ 就職支援策に課題がないか、強化する必要があるか要検討

○ 訓練コースの周知や受講勧奨に課題がないか要検討。

○ 以上を講じても改善されないときは訓練コースの縮小を要検討。

応募倍率
低

応募倍率
高
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地域職業能力開発促進協議会に設置する
公的職業訓練効果検証ワーキンググループの進め方（令和５年度実施分）

目的

① 地域協議会で検証対象の訓練分野を選定。
② ワーキンググループ（ＷＧ）は、選定された分野の中から訓練コースを３コース以上選定し、

各コースの対象の３者にヒアリング。 （ヒアリング対象：訓練修了者、訓練修了者の採用企業、訓練実施機関）

③ ＷＧは、ヒアリング結果を踏まえ、調査した訓練コースを含む分野全体について「訓練効果が期待できる
内容」、「訓練効果を上げるために改善すべき内容」を整理。⇒改善促進策（案）を検討。

④ ＷＧは、地域協議会に改善促進策（案）を報告し、次年度の地域職業訓練計画の策定に反映。

令和４年度 令和５年度上半期 令和５年度下半期

中央職業能
力開発促進
協議会

地域職業能
力開発促進
協議会

ワーキング
グループ
（ＷＧ） 選定分野のうち３コース以上

×３者（修了者、採用企業、実施機関）

協議会開催

２～３月

適切かつ効果的な職業訓練を実施していくため、個別の訓練コースについて訓練修了者等へのヒアリング等を
通じ、訓練効果を把握・検証し、訓練カリキュラム等の改善を図る。

構成員
地域職業能力開発促進協議会（地域協議会）の構成員のうち、
都道府県労働局、都道府県、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（※他の構成員の追加可）

検証対象の訓練分野を選定し、当該分野の訓練コースの対象へのヒアリングを行い、その結果から、
訓練効果等に関して検証し、改善促進策（案）を検討。

検証手法

具体的な

進め方

スケジュール

ヒアリング 結果

整理

改善促進策

（案）検討

協議会

開催

２月

協議会

開催

協議会

開催

９月 ２月

地域協議会から
検討結果を報告

② ③

協議会開催

２～３月

検証対象訓練
分野を選定

協議会開催

10月頃

ＷＧから報告→次年度の計画の策定に反映①

④

3
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高知職業能力開発促進協議会ワーキンググループの開催等について

情報収集対象の産業分野

○ヒアリング実施時期 令和５年７月～８月

○ヒアリング実施者 高知労働局、高知県、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構高知支部、
高知県立高知高等技術学校、高知公共職業安定所

○ヒアリング先

①職業訓練実施機関 ３機関
求職者支援訓練 ２機関・・・高知市
公共職業訓練（委託訓練）１機関・・・高知市

②職業訓練受講者採用企業 ３社・・・高知市

③職業訓練修了者 ３人

訓練実施結果について検討事項があると思われる各分野よりそれぞれの訓練コースを１つずつ抽出し、それぞれ

の訓練実施機関、訓練受講者、その者を採用した企業のヒアリングを実施した。対象とした分野は介護・医療・

福祉分野、理容・美容関連分野、営業・販売・事務分野である。

情報収集（ヒアリング）実施状況
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ヒアリング実施結果概要① （職業訓練実施機関）

介
護

① 就職後を見据え、テキストの内容だけではなく、介護現場の声を

多く訓練生に伝えている。

② 外部講師を含む複数人で面談し、多面的な就職支援になるように

努めている。

③ 開講するかどうか、奨励金を見込んで損益計算をして判断している。

訓練生がほとんど出席せず中途退校した場合は奨励金が一切出ず、

経営に影響しているため、最低保証という形でいくらか補填して

いただけるとありがたい。

付加奨励金の就職率で６５歳以上を除外すると就職率が下がり、

奨励金額が減額になるため、この点も配慮してほしい。

① 実践的なスキルが身につくことを重視し、座学と実技を交えた

カリキュラムを組んでいる。接客業であるため、訓練時間以外でも

言葉づかいや態度、身だしなみ等に配慮するように指導している。

② 個別面談で職歴等細かく聞き取り、就職先を時間をかけて絞りこんで

いる。そのため日頃の施設職員と訓練生とのコミュニケーションを

大事にしている。

③ 短時間訓練では訓練生がより集中して訓練に臨む傾向にあり、今後も

短時間訓練を続けてほしい。また、４月に開講ができるようにして

ほしい。

①
訓練実施にあたって
工夫している点

① 専門講師が作成した映像講義と現場での個別指導を併用している。

講義内容の復習や試験対策等、現場で訓練生一人ひとりに時間を

かけフォローしている。

③ 試験結果発表後に本格的な就職活動を始める訓練生が多く、就職状況報告

までの期間が短くなるという宅建コース特有の課題がある。就職状況報告

の期限を３か月より長くしてほしい。

④ 求人している企業と訓練生とのマッチングの場を提供している。

⑤ 求職者が雇用されにくい不動産業界の繁忙期と、就職活動時期が重なって

いる。

不
動
産
事
務

「資格取得」が就職に

直結する場合もあるが、

合格発表までの就職支

援も大きく就職率に影

響する。就職状況報告

期限の延長を希望。

訓練希望者の傾向とし

て、短時間の訓練を希

望する方が一定存在し

ている。そのような方

はより集中力を高めて

訓練受講に臨むことが

できている。

募集定員に満たない場

合、開講に向けギリギ

リの判断をしているの

で制度の見直しが希望。

求職者支援訓練に雇用

保険法指示ができるよ

うになり求職者が増加

し、そのようなケース

は減少した。

【検討課題等】
【実施機関からのご意見】【共通の質問】

美
容

②
訓練実施機関が行っ
ているキャリアコン
サルティングの状況

③
訓練実施にあたって
の国への要望、改善
して欲しい点

④
就職支援の取り組み

⑤
その他
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不
動
産
事
務

① 基礎の知識・技術を身につけてきているので、育成に時間を費やす

ことなく、とても役に立った。

③ 資格の有無は考慮しないが、今後の採用について未経験者ではなく、

訓練生か経験者の雇用を考えている。

④ スタッフにお客様がつくと考えているので、対人力、コミュニケー

ション能力、人間性を重視している。訓練内容については深く考え

ていない。

①
訓練により得られた
スキル、技能のうち、
採用後に役立ってい
るもの

介
護

③
訓練修了者の採用に
ついて、未受講者の
採用と比較して期待
していること

① 人としての尊厳を重視できること、コンプライアンスや道徳的な

ものが身についており、現場で実践できている。

実習の実践ができている。

② 実技や介護知識だけではなく、道徳的なものや協調意識が

身についていることが望ましい。

③ 即戦力として期待している。

⑤ 訓練内容は充実しており手厚い。訓練受講により連帯感や協調性が

身についている。訓練修了生は、訓練校とのネットワークによる

参考情報があり、採用時に見極めしやすい。
②
訓練でより一層習得
しておくことが望ま
しいスキル

① 応募者の８割は宅建資格を持っていない。資格取得者は即戦力と

して重宝する。

② 不動産の専門知識、基本的なパソコン入力ができること、お客様

対応のためのコミュニケーション力は習得しておくことが望ましい。

③ 訓練校で不動産の知識を身につけていることに期待している。

未経験者でもOJTでフォローする。

④ 不動産の知識を身につけている訓練生は、宅建試験に合格して

いなくても、意欲があれば応募してほしい。

接客スキルやコミュニケーション能力、本人の人柄も重視している。

美
容

技能や知識だけでなく

コンプライアンス、道

徳、協調性等の理解が

必要。

訓練受講生はそのよう

な認識を持てており、

採用に安心感がある。

基礎の知識、技術の習

得レベルは身について

いる。ただし、知識、

スキル向上のみならず、

コミュニケーション能

力の向上が期待されて

いる。

宅建の合格率は高くな

いため、就職後再チャ

レンジするような意欲

のある方を希望する。

接客等のコミュニケー

ションスキルは大事で

あるし、パソコンスキ

ルは必須である。

ヒアリング実施結果概要② （職業訓練受講者採用企業）

④
採用にあたって求め
る知識・スキル等

⑤
その他

【共通の質問】 【採用企業からのご意見】 【検討課題等】
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ヒアリング実施結果概要③ （職業訓練修了者）

介
護

① 高齢者・障害者に関わらず、介護・支援の心構えを学んだこと、特

に、障害者の理解や特性についての知識は今の仕事に役立っている。

目標は介護福祉士実務者研修であるが訓練に上位資格の介護福祉士

の内容を含んでいたため、３年の実務を経たのち受験を検討したい。

② 「訓練の内容はどうですか？」と聞いてくれるような相談員もいて、

その配慮が嬉しかった。キャリコンで自身の職歴を振り返ることが

できたのが良かった。訓練で様々な年齢の方と関わり、助け合い

ながら受講したことが、就職後の現場で大いに役立っている。

① 実技が難しかったが、他の訓練生と切磋琢磨し、何回もトレーニング

を行ったことにより、技術はもちろんチームワークの大切さを知る

ことができた。

② もう少し多くの技術の訓練時間と、他の事業所での職場体験の時間が

あれば良かった。

③ 無料で受講できたことが大変ありがたかった。

キャリアコンサルティングでは熱心に話を聞いてくれて大変ために

なった。ハローワークの担当者も親身に相談にのってくれ、ひとり親

であるため求職条件等も細かく確認してくれて感謝している。

美
容

実技が難しい内容で

あったが、チームワー

クの大切さを知る内容

は評価できる。技術習

得のための時間数、職

場体験の時間の要望が

あった。

カリキュラムは、介護

福祉士内容も一部含む

ため、十分であると思

われる。また技能以外

でも心構えや相互扶助

について習得できた。

① 業務で専門知識を使うことと、資格がないと仕事が成立しないた

め。宅建の資格が取得できたことは大変役に立っていると言える。

② 訓練内でパソコンスキルの習得や、物件入力、画像の取り込み、

営業スキル習得等の実践的なカリキュラムがあればなお良かった。

③ HWで受けたキャリコンで職歴の振り返りができたので良かった。

面接練習や履歴書の書き方等は役に立った。

不
動
産
事
務

宅建資格取得に特化せ

ず、パソコン技能の習

得や営業向け知識の講

座も必要と感じている。

HWでのキャリコンは

総じて好評である。

【検討課題等】【修了者からのご意見】【共通の質問】

①
訓練内容のうち、就
職後役に立ったもの

②
訓練内容のうち、就
職後にあまり活用さ
れなかったもの

④
就職支援の中でよ
かったもの

⑤
その他

③
就職後に感じた、訓
練で学んでおくべき
であったスキル、技
能等
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ヒアリング結果を踏まえた今後の対応について

 介護分野は応募倍率が低く、就職率が高い分野

であり、人手不足分野の社会的ニーズが高い業

種であることを鑑み、できるだけ募集期間の穴

を作らない、訓練期間の設定を行う。奨励金の

支給要件緩和については、厚生労働省に上申す

る。

ヒアリング結果を踏まえて、今後、訓練設定や就職支援について以下の取組を行う予定。

 受講者のスキル技能の習熟度を高める事は必須

であるが社会人としての完成度を高めるよう工

夫を行う。

 ヒアリング調査の結果を好事例として、求職者

の応募勧奨に活用する。

 カリキュラムには技術スキルの習得はもちろん

だが、コミュニケーション等の習得をする機会

も必要である。

 職業訓練の設定については、多様な働き方とい

う考え方を取り入れ今後も柔軟な設定を考えて

ゆく。

 実技習得の時間を最大限確保するとともに、実

習等の実地体験の検討を要する。

募集定員に満たない場合、開講に向けギリギリの判断をしているの

で制度の見直しが希望。

求職者支援訓練に雇用保険法指示ができるようになり求職者が増加

し、そのようなケースは減少した。

訓練希望者の傾向として、短時間の訓練を希望する方が一定存在し

ている。そのような方はより集中力を高めて訓練受講に臨むことが

できている。

介
護

訓練の内容は介護福祉士のレベルのもののため、十分であると思わ

れる。また心構えや相互扶助について習得できた。

技能や知識だけでなくコンプライアンス、道徳、協調性等の理解が

必要。

訓練受講生はそのような認識を持てており、採用に安心感がある。

基礎の知識、技術の習得レベルは身についている。ただし、知識、ス

キル向上のみならず、コミュニケーション能力の向上が期待されてい

る。

実技が難しい内容であったが、チームワークの大切さを知る内容は評

価できる。技術習得のための時間数、職場体験の時間の要望があった。

美
容
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ヒアリング結果を踏まえた今後の対応について

 公的職業訓練の最終目標は就職であるため就職

支援は重要であり、ハローワークとの連携を強

化する。ただし、就職状況報告書の提出緩和要

望等は厚生労働省に上申する。

ヒアリング結果を踏まえて、今後、訓練設定や就職支援以下のような取組を行う予定。

 合格できなかった受講生の就職支援は重要であ

り、求人の選定等ハローワークの支援を重視す

る。就職後を考えパソコンスキルの習得が必要。

 専門資格取得には大きく時間を必要とすること

は否めないが、資格所得が最終目標ではなく就

職し仕事をすることが最終目標であるため、カ

リキュラムの設定が必要。なおこの訓練に限る

ものではないが、キャリコンは必要性は認めら

れるのでハローワーク等積極的に活用する。

不
動
産
事
務

「資格取得」が就職に直結する場合もあるが、合格発表までの就職

支援も大きく就職率に影響する。就職状況報告期限の延長が希望。

宅建の合格率は高くないため、就職後再チャレンジするような意欲

のある方を希望する。接客等のコミュニケーションスキルは大事で

あるし、パソコンスキルは必須である。

宅建資格取得に特化せず、パソコン技能の習得や営業向け知識の講

座も必要と感じている。HWでのキャリコンは総じて好評である。
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